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８．恒久住宅への移行に向けた支援 

（１）自宅の再建支援 

 
◆ 概要 ◆ 

 
自宅の修理・再建に向けた資金面の支援については、被災者生活再建支援制度に基づく支援金の支給、各

種融資制度、税の減免等に加え、地方公共団体が独自に利子補給等の支援策を講じた事例もある。 
 
 
◆ 過去の災害における取組の例 ◆ 

○ 住まいの再建方法に応じた６つの支援策を用意した例：熊本県 

熊本県は、自宅再建・民間賃貸住宅への入居・公営住宅への入居、それぞれの再建方法に応じた「『すま
いの再建』６つの支援策」を策定し、１つのチラシにまとめて被災者に案内した。 
自宅再建を希望する 60 歳以上の世帯に対しては、住宅金融支援機構と連携しリバースモーゲージ型の融資

制度の周知を行った。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：熊本県ホームページ 
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出典：熊本県ホームページ 
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○ 住宅の建設・購入・補修費用に対する利子補給の例：岡山県 

岡山県は平成 30年 7月豪雨の被災者の住宅再建を支援するため、県内で金融機関からの融資を受けて住宅
の建設・購入・補修を行う被災者に対し、市町村が利子補給を行えるよう、県がその費用の一部を補助する
制度を創設した。 

【制度概要】 
１ 利子補給の実施主体 平成３０年７月豪雨災害により被害を受けた市町村 
２ 市町村への補助率 １／２ 
３ 利子補給補助期間 １０年間 
４ 補助対象となる融資 金融機関による資金融資で、被災日から２年間までの申込みに対するもの 
５ 補助対象となる主な融資限度額及び融資金利 

 

補助対象 主な融資限度額 融資金利 
 
建設・新築購入又は中古購入 

建設資金 １６，８００千円 
年０．６３％以内 土地購入資金 ９，７００千円 

整地資金 ４，５００千円 
 

リバースモーゲージ 
建設資金 ２２，０００千円 

年２．１２％以内 土地購入資金 ９，７００千円 
整地資金 ４，５００千円 

 
補修 

補修資金 ７，４００千円 年０．６３％以内 整地資金 ４，５００千円 
 リバースモーゲージ 補修資金 ７，４００千円 年２．１２％以内 整地資金 ４，５００千円 

※1 リバースモーゲージとは、自宅を担保にして、そこに住み続けながら金融機関から融資を受ける、高齢者向けの融資制度
である。 

※2 融資限度額及び融資金利は、災害復興住宅融資制度を設けて被災者向けの融資を行っている公的機関である住宅金融支援
機構の融資制度に準じている。 

※3 融資金利は、発災以降適用された住宅金融支援機構の融資金利のうち、最大の利率としている。 

出典：岡山県提供資料 
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○ 金融機関と連携し、住宅の補修工事に対する無利子融資制度を設けた例：大阪府 

大阪府では、「大阪府北部を震源とする地震」、「平成 30 年７月豪雨」及び「平成 30 年台⾵第 21 号」
により被災した住宅の早期復旧を図るため、金融機関と連携して、被災した住宅の補修工事に対する無利子
融資制度を創設した。 
一部損壊等の罹災証明書を交付される等の一定の条件を満たす住宅の補修等の工事を対象に、取扱金融機

関から利子負担の無い融資を受けることができる。 

【「大阪版被災住宅無利子融資制度」の概要】 
＜対 象 者＞大阪府内の被災住宅の所有者または居住者で、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊の「り災証

明書」を交付されている者（賃貸住宅事業を行う場合は対象外） 
＜対象工事＞「大阪府北部を震源とする地震」、「平成 30 年 7月豪雨」及び「平成 30 年台⾵21 号」によ

る被害によって損害が生じた住宅の補修工事（屋根・外壁の修理等） 
＜融資条件＞ア 融資額：１被災住宅あたり 200 万円以内（全壊・大規模半壊・半壊の場合は 300万円以内）

（複数の罹災証明書がある場合でも融資額は 200 万円以内（全壊・大規模半壊・
半壊の場合は 300万円以内）） 

イ 返済期間：10 年以内 
ウ 融資金利：０％ 

※融資には、別途、各金融機関の融資審査がある。 
※融資契約の際には、大阪府が別途発行する「大阪版被災住宅無利子融資制度に係る利
用確認書」が必要。 

＜融資申込期間＞平成 30年 7月 17日から令和 2年 3月 31日まで 
＜取扱金融機関＞・独⽴行政法⼈住宅金融支援機構 

・大阪シティ信用金庫 
・大阪信用金庫 

参考文献：大阪府ホームページ 

○ 持家の再建・補修に関する支援の例：石川県 

平成 19年能登半島地震後、被災者生活再建支援法の改正及びその遡及適用、能登半島地震復興基金による
「能登ふるさと住まい・まちづくり支援事業」の創設など支援策が充実したことから、公営住宅希望者が当
初の 78世帯（平成 19 年６月時点）から 49 世帯（同年 11月時点）へ減少した。 
能登ふるさと住まい・まちづくり支援事業などの助成制度では、住宅を建設する場合や補修する際に、「耐

震・耐雪」「バリアフリー」「景観配慮」「県産材活用」「建ておこし」などの一定の条件を満たした場合、
最大 200 万円を助成。さらに、住宅の建設や補修に係る借り入れの際に発生する利子について、支払った５
年間の利子分を助成する被災住宅再建利子補給事業を創設した。 

【全壊世帯が住宅を建設・購入する場合の住宅再建支援の概要】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：輪島市「2007.3.25能登半島地震復興対策」平成 21 年２月 
参考文献：内閣府「災害復興対策事例集 2007 年（平成 19年） 能登半島地震・石川県、同・輪島市」 

（http://www.bousai.go.jp/kaigirep/houkokusho/hukkousesaku/saigaitaiou/output_html
_1/jirei_menu.html） 
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○ 持家の再建・補修に関する支援の例：兵庫県 

兵庫県では、阪神・淡路大震災復興基金を活用し、被災者が応急仮設住宅から恒久住宅へ円滑に移行でき
るよう各種の支援を実施した。 
【被災者住宅再建支援事業補助（平成７年度～18年度（一部地域では 24年度まで延長））】 
＜事業内容＞住宅融資を受け、新たに住宅を建設する被災者に対し、一定の条件で利子補給等を実施 
＜補助内容＞（１）補給期間５年または 10 年 

（２）利子補給率５年型の例：年 2.5％以内（対象融資限度額 1,140万円） 
＜実  績＞20,278 戸／21,357 百万円（※賃貸を除く） 

【大規模住宅補修利子補給（平成８年度～11 年度）】 
＜事業内容＞住宅融資を受け、住宅の大規模補修を行う被災者に対し、一定の条件で利子補給を実施 
＜補助内容＞（１）補給期間５年間 

（２）利子補給率年 2.5％以内（対象融資限度額 830 万円） 
＜実  績＞2,906 戸／944 百万円 
 

 

 

○ 持家の補修に関する支援の例：千葉県 

千葉県は、令和元年台⾵第 15号及び第 19号等により被災した住宅を補修する居住者に対する補助制度「被
災住宅修繕緊急支援事業補助金」を創設した。 
補助金の申請受付・補助金の交付は各市町村で行い、県は市町村が行う補助制度に対して、補助金の一部

を助成する。 

【補助制度の概要】 

罹災証明書の判定結果 災害救助法の適用市町村 左記以外の市町村 

半壊 災害救助法 応急修理（上限 59.5万円） 国交付金（上限 30 万円） 
＋工事費 150 万円超は、 
地方単独で最大 20 万円 
上乗せ 
 
※国の助成対象外については 

地方単独で最大５０万円 

一部
損壊 

損害割合 
10％以上 20％未満 

災害救助法 応急修理 
（上限 30 万円） 
＋工事費 150 万円超は、 
地方単独で最大 20 万円上乗せ 

損害割合 10％未満   

出典：千葉県ホームページより作成 

注：＜実績＞は平成 25 年３月時点 
参考文献：（公財）阪神・淡路大震災復興基金ホームページ 

最
大
５
０
万
円 

最
大
５
０
万
円 
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○ 県独自の被災者住宅応急修理制度の例：新潟県 

平成 16年新潟県中越地震の際、災害救助法に規定されている国の制度に加え、これに上乗せする形で新潟
県独自の被災者住宅応急修理制度が設けられた。国と県の２つの制度を併用する場合には、それぞれに該当
する修理箇所毎に費用を算出し加算した上で申請することとなるが、額の合計としては「大規模半壊」で最
大 160万円、「半壊」で最大 110 万円までの補修工事が可能となる。この他、「被災者生活再建支援金」の
県制度分は住宅の補修に用いることが出来るため、応急修理制度の限度額を超える部分の工事や、応急修理
制度の対象とならない箇所の工事に用いることができた。 

 国の制度 県の制度 (参考)生活再建支援制度 
根拠法等 災害救助法 県独自制度 県独自制度 
費用負担 国 1/2、県 1/2 県 1/1 県 2/3、市町村 1/3 

限度額 
大規模半壊 最大 60万円 大規模半壊 最大 100 万円 大規模半壊 最大 100 万円 
半壊    最大 60万円 半壊    最大 50万円 半壊    最大 50万円 

対象工事 日常生活に直接欠くことの出
来ない部分の損傷箇所 

同左の損傷箇所とこれに連続
した部分(国制度での限定以
外も含む) 

－ 

適用要件 ・世帯年収が 500万円以下 
・世帯年収 500 万円超 700万
円以下で世帯主 45 歳以上 

・世帯年収 700 万円超 800万
円以下で世帯主 60 歳以上 

要件なし 世帯年収、世帯主年齢によっ
て支給額が異なる 

申請開始 11月下旬～12 月初旬(市町村により異なる) １月初旬(市町村毎) 
申請締切 12月末日  
工事完了 ３月末日まで ― 

 
 
 
 

 
この制度は、平成 23年７月新潟・福島大雨の際にも同内容で適用された。被災者住宅応急修理事業補助金

の制度（上乗せ・横出し）が設けられており、新潟県災害救助条例の適用基準(住家滅失世帯数)は、概ね災
害救助法の適用基準の半分という考え方としている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成 23年 7 月新潟・福島豪雨に係る県独自の被災者住宅応急修理事業補助金の創設 

 

 

 

 

 

○ 事業主体 市町村 
  
○ 補助率  １０／１０ 
 
○ 限度額 

被災の程度により、次のとおり 
大規模半壊  １００万円 
半   壊   ５０万円 

 
○ 対象者の範囲 

所得、年齢のいずれの要件もなし 
※ 国制度は、半壊のみ所得・年齢要件あり 

 

○ 応急修理の対象範囲 
日常生活に必要不可欠で、緊急を要する箇所＋準ずる箇所 
･屋根、柱、床、外壁、基礎等 

【趣旨】 

被災者の生活不安を払拭し、速やかな居住の安定を図るため、市町村が被災者の住宅に応急

的な修理を行う場合、県が当該市町村に対して補助を行う 

災害救助法による応急修理をベースに中越沖地震及び長野北部地震と同じ内容とする 

→国制度に上乗せ、横出し支援(対象者の範囲及び応急修理の対象範囲の拡大) 

災害救助法適用市町村 

 

県単制度分 

100万円 

 

災害救助法分 

52万円 

災害救助法分 

52万円 

県単制度分 

50万円 

県単応急修理制度 

上乗せ等 

国制度 

上乗せ支援 

大規模半壊    半 壊 

 横出し支援 

出典：国土交通省国土技術政策総合研究所、国⽴研究開発法⼈ 建築研究所「平成 16 年新潟県中越地震建築物
被害調査報告」平成 18 年 10月より作成 
（http://www.kenken.go.jp/japanese/contents/activities/other/disaster/jishin/2004niigata/houkokus

ho/saishu/） 
 

出典：新潟県提供資料 
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○ 生活保護世帯に対する屋根修繕費の支援の例：鳥取県 

鳥取県は、平成 28 年鳥取県中部地震により被災し、平成 31年度時点で未だ屋根修繕を行うことができな
い生活保護受給世帯を支援するため、平成 31 年度に被災市町と連携し、屋根等の修繕に係る経費を補助する
制度「屋根修繕促進支援事業補助金」を創設した。 
 
【補助制度の概要】 
・補助限度額：584 千円／世帯（災害救助法に基づく応急修理制度の平成 30 年度基準額と同額） 
・補助率：10／10（負担割合：県 1/2、市町 1/2） 
 

○ 再建先への移転費用・民間賃貸住宅の初期費用に関する支援の例：福岡県 

福岡県では、平成 29年 7月九州北部豪雨による被災者に対し、応急仮設住宅・親族宅・施設等の応急的な
住まいから県内の再建先へ引越しをする際に要する費用、及び、再建先として県内の民間賃貸住宅へ入居す
る際に締結する賃貸借契約に伴う費用に対し、その一部を助成する事業「福岡県住宅被災者自力再建促進事
業助成金」を創設した。 

 
【助成事業の概要】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜対象者＞次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者 

(1)応急仮設住宅等に入居し、供与期間内に当該住宅を退去した者 

(2)応急仮設住宅等に入居しておらず次のアからウのいずれかに該当する者 

 ア 市町村長が発行する罹災証明書で全壊又は大規模半壊の判定を受けた者 

 イ 市町村長が発行する罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者 

 ウ 被災者生活再建支援法(平成 10 年法律第 66 号)第 2条第 2号ハに掲げる世帯と認定されている者 

 

＜助成対象、助成額＞下表の通り 

助成対象経費 助成金額 

県内の再建先への引越しに要する費用 一律 10 万円/世帯 

再建先として県内の民間賃貸住宅へ入居する際に

締結する賃貸借契約に伴う費用 

一律 20 万円/世帯 

 

参考文献：福岡県「福岡県住宅被災者自力再建促進事業助成金交付要綱」平成 31 年 4月 
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○ 二重借り入れをせざるを得ない被災者への支援の例：新潟県 

新潟県では、復興基金を活用し、住宅債務(二重ローン)償還特別支援として、既存の住宅ローンを有しな
がら新たに住宅の建設・購入又は補修のための住宅ローンを利用している者、又は新たな住宅ローンに既存
の住宅ローンを含めて借入れた者に対し、利子補給を行った(新潟県中越大震災復興基金；支払実績 52 件、
新潟県中越沖地震復興基金；支払実績 88 件)。 
中越大震災復興基金では、当初(平成 17 年 11 月)は、災害危険地区からの移転により二重借り入れをせざ

るを得ない⼈を対象とし、利子補給期間は最長 5 年間としていたが、平成 18 年 6 月に支援を拡充し、利子
補給期間を住宅債務の償還の残存期間全てとした。また、平成 18年 9月に更に支援を拡充し、対象者に災害
危険地区からの移転者以外で住宅再建のために新たに住宅ローンを借り入れた者(利子補給期間は最長 5 年
間)を加えた。 
なお、中越沖地震復興基金においても、中越大震災復興基金の住宅債務(二重ローン)償還特別支援と同様

の支援を行った。 
 

【住宅債務(二重ローン)償還特別支援(新潟県中越大震災復興基金の場合)】 
１ 対象者：新潟県中越大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた者で、次のいずれかに該当する者 
(1) 次のいずれにも該当する者 
①新潟県内に自ら居住するための住宅を再建するため金融機関等から新たに借入をした者 
②平成 16年 10月 23日現在、被災住宅に係る既存の住宅ローンを有している者 
③集団移転促進事業又は住宅移転事業により災害危険区域から移転する者 

(2) 次のいずれにも該当する者 
①県内に自ら居住するための住宅を再建するため金融機関等から新たに 600万円以上の借り入れをした者 
②平成 16年 10月 23日現在、被災住宅に係る既存の住宅ローンを有している者 

２ 補助内容 
既存の住宅ローンの未償還残高に対し、上記(1)の者にあっては元利均等毎月償還の方法で計算した住宅債務の償還の

残存期間の全て、上記(2)の者にあっては 5年間の支払利子相当額を一括交付する 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新住宅ローンと既存の住
宅ローンが並存する場合 

新住宅ローンに既存の住宅
ローンの借換分を含む場合 

参考文献：（公財）新潟県中越大震災復興基金ホームページ、新潟県提供資料 
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（２）被災者の状況に応じた支援 

 
◆ 概要 ◆ 

 

災害救助法による応急仮設住宅はあくまでも一時的な仮の住まいであり、復興までの経過的な位置にある
ことを認識し、被災者の状況（収入、年齢、心身状況等）に応じた被災者の恒久住宅への移転を推進・支援
する。その際、関係部局とも連携して次の点に留意する。 
・恒久住宅需要の的確な把握 
・住宅再建に対する支援策の周知徹底 
・公営住宅等の建設計画や入居条件等の早期提示とその周知 
・高齢者等に配慮した公営住宅等の建設、社会福祉施設等への入所等 
・その他住宅等に関する十分な情報の提供等 

【参考：被災者台帳の作成・活用】 

＜被災者台帳の概要＞ 
被災者台帳とは、被災者支援について「支援漏れ」や「手続の重複」をなくし、中長期にわたる被災者支

援を総合的かつ効率的に実施するため、個々の被災者の被害状況や支援状況、配慮事項等を一元的に集約す
るものである。 
災害応急対策期から災害復旧期にわたって行われる被災者の援護に関する業務については、大規模広域災

害時には支援の対象となる被災者が多数に上ること、被災経験の少ない自治体の職員は必ずしも被災援護に
関する業務に習熟していないこと等の事情により、受給資格がある被災者に対して制度の案内が適切に行わ
れない、あるいは被災者の所在・連絡先が共有されていないなどの理由による支援漏れが発生することも少
なくない。 
こうした事態を防止し、公平な支援を効率的に実施するためには、個々の被災者の被害の状況や支援の実

施状況、支援に当たっての配慮事項等を一元的に集約した被災者台帳を整備し、被災自治体の関係部署にお
いて共有・活用することが効果的である。 
このため、平成 25 年の災害対策基本法改正により、こうした台帳の作成に必要な範囲で個⼈情報の利用が

可能となるよう個⼈情報保護法制との関係を整理することにより、被災者の援護に関する事務が円滑に行わ
れるよう、必要な規定が整備されている。 

＜被災者台帳整備の主なメリット＞ 
 関係部署による情報共有による重複の排除 
・ 各部署で同様の情報を収集するための手間を排除（いずれかの部署で収集し、共有する）による時間・

コスト等の軽減 
・ 罹災の状況等、市町村内の他の部署が有している情報を何度も被災者に申請させる必要がなくなる 
 援護の漏れ、二重支給等の防止 
・ 援護の資格を有する（対象者である）被災者の状況を的確に把握し、漏れを防止 
・ 二重支給や他の援護を受けていた場合、援護対象から外れるような要件があるものについて、要件に

合致するかどうかを把握可能 
 迅速な対応 
・ 援護を実施する部署において、必要な情報を有することとなるため、被災者の援護について、迅速な

対応が可能 
 被災者の負担軽減、的確な援護実施 
・ 被災者が複数の援護担当部署で何度も同様の申請を行わずに済む 
・ 他の地方公共団体との情報共有により、市町村が総合的な対策・助言を実施可能となる 
・ 本⼈同意等の手続きを経ることにより、公共料金等の減免に必要な情報についても、市町村から関係

事業者に提供可能となり、被災者からの申請等手続きの軽減が期待される 
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出典：内閣府ホームページ 
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◆ 過去の災害における取組の例 ◆ 

○ 被災者の個々の状況に応じた生活再建に係る支援の例：鳥取県 

鳥取県では、平成 28年鳥取県中部を震源とする地震の被災者の住まい確保に対し、県や市町村が支援を講
じてきた。しかし、発生後１年を経過してもなお、住宅の修繕に着手することができない世帯があり、その
中には健康面・資金面での問題や修繕に向かう気力を失っている等の個々の事情があったことから、県・市
町・民間団体等で「生活復興支援チーム」を新設し、被災者の状況に応じた支援を実施する体制を構築した。 
「生活復興支援チーム」は、県、市町、震災復興活動支援センター（※）、社会福祉協議会、地域包括支

援センター、ボランティアグループ、弁護士会、ＦＰ協会、建築士会、宅建協会等のメンバーから個別の案
件に関連する者が派遣される。 
また、今後大きな災害が発生した際にも同じ考え方で支援に取り組むため、平成 30年４月に、この体制を

条例に規定し、恒久制度とした。 
 

※県が平成 29 年４月に設置。公益財団法⼈とっとり県民活動活性化センターがその運営業務を担っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
出典：鳥取県「～鳥取県中部地震からの復興～生活復興支援に取り組んでいます」 
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○ 行政と社会福祉協議会等の連携による個々の状況に応じた生活再建に係る支援の例：仙台市 

仙台市では、平成 26年 3月に「被災者生活再建推進プログラム」を策定し、応急仮設住宅に入居している
全ての世帯を対象とした戸別訪問等によって把握した４つの世帯類型に応じてきめ細かな支援に取り組んで
きた。平成 27 年 3月には、生活再建への取組みを加速させるため、「被災者生活再建加速プログラム」に改
定し、新たな住まいへの移行支援策の強化等を図っている。 
各世帯への支援にあたっては、区役所、復興事業局、社会福祉協議会等で構成された「被災者支援ワーキ

ング」において、各区の世帯の生活状況や再建方針・課題等について情報共有し、支援計画の策定や役割分
担による支援を着実に実践することとしている。 

【支援者ワーキングの機能と役割分担】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【各世帯への支援内容】 
《分類１：生活再建可能世帯を含めた全世帯》 
―住まいの再建方針や再建時期が決まっており、特に大きな問題はなく日常生活を送っている世帯 
(１)継続的な状況調査 
(２)支援情報の提供、 
(３)公営住宅入居支援【強化】 
①公営住宅への申込勧奨及び申込手続き支援【強化】、②復興公営住宅等入居支援金の助成 

(４)住宅再建相談支援【対象拡大・強化】 

《分類２：日常生活支援世帯》 
―住まいの再建方針や再建時期は決まっているが、主に心身の健康面に課題を抱えており、日常生活にお
いて継続的に支援が必要な世帯 

(１)戸別訪問の実施 
・日頃の支援を通じて、住まいの再建に向けても問題が生じていないかなど、定期的な確認を行う。 

(２)健康支援 
・健康状態を把握し、その変化に対応するほか、関係機関と連携した継続的な健康相談・指導の実施や、
仮設住宅集会所や市民センター等における健康相談会や健康講座等を開催する。 

 

出典：仙台市「仙台市被災者生活再建加速プログラム」平成 27 年３月 
（http://www.city.sendai.jp/kenko-jigyosuishin/shise/daishinsai/fukko/sekatsu/docume
nts/kasokuprogram_honpen.pdf） 
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(３)見守り・生活相談 
・社会福祉協議会（支えあいセンター）等が支援ニーズに応じて定期的に声がけや見守りを行い、健康
状態の把握や生活相談等を行う。 

(４)地域保健福祉サービスによる支援【強化】 
・新たな生活の場へ移行した後においても、地域コミュニティを中心とした見守りや保健福祉サービス
を利用した健康支援により、安心して生活が送れるよう、地域包括支援センターなど地域の関係機関
と被災者支援ワーキングが連携し、移行後の生活も見据えた支援を行う。 

《分類３：住まいの再建支援世帯》 
―住まいの再建方針または再建時期が未定である世帯や、資金面、就労、家族関係等に課題を抱えている
ため支援が必要な世帯 

(１)個別支援計画による支援【強化】 
・課題の解決や再建方法・場所の選定など支援が必要な世帯に対して、支援関係者で情報を共有し、住
まいの再建に向けて策定した個別支援計画（支援カルテ）や役割分担に基づき、具体的な移行支援を
行う。 

(２)戸別訪問の実施 
・個別支援計画（支援カルテ）に基づき、生活再建支援員が支援関係者と連携しながら計画的に訪問し、
住まいの再建に向けた情報提供や相談支援を行う。 

(３)就労支援の推進 
・直ちに就労が困難な方などを対象に、就労支援を行っているＮＰＯ等と連携し、生活困窮者自⽴支援
法に基づく履歴書の書き方や面接の受け方等の研修や職場体験を行うなど、就労支援を実施する。 

(４)伴走型民間賃貸住宅入居支援【新規】 
・再建先となる住宅を一⼈で探すことが困難な民間賃貸住宅入居希望者に対して、支援団体と連携し、
住まい探しのアドバイスや同行、入居手続きなどを行うほか、生活資金等に不安を抱える世帯に対し
て、社会福祉協議会の貸付制度等の紹介や、関係団体と連携した家計相談など伴走型の支援を行う。 

《分類４：日常生活・住まいの再建支援世帯》 
―住まいの再建に関して課題を抱えており、かつ、日常生活においても継続的に支援が必要な世帯 
(１)個別支援計画による支援 
・被災者支援ワーキングで支援方針や支援の役割分担を決めたうえで、世帯ごとに個別支援計画（支援
カルテ）を策定し、日常生活上の健康支援と合わせ、新たな住まいの確保に向けた生活再建支援を行
う。 

(２)戸別訪問の実施 
・個別支援計画（支援カルテ）に基づき、個別支援の関係者が計画的に訪問し、生活状況の変化の把握
や問題の解消に向けた相談支援等を行う。 

(３)健康支援 
・住まいの再建に向けた課題解決の進捗状況に留意しながら、健康状態の変化に対応するとともに、被
災者支援ワーキングでの情報共有や関係機関と連携した継続的な健康相談・指導の実施、仮設住宅集
会所や市民センター等における健康相談会や健康講座等を開催する。 

(４)見守り・生活相談 
・社会福祉協議会（支えあいセンター）等が、個別支援計画での役割分担をもとに定期的に声がけや見
守りを行い、世帯の生活状況等の変化等にも留意しながら、健康状態の把握や生活相談等を行う。 

(５)地域保健福祉サービスによる支援【強化】 
・新たな生活の場へ移行した後においても、地域コミュニティを中心とした見守りや保健福祉サービス
を利用した健康支援に加え、個々の課題に応じた福祉制度の積極的な活用などにより、安心して生活
が送れるよう、地域包括支援センターなど地域の関係機関と被災者支援ワーキングが連携し、移行後
の生活も見据えた支援を行う。 

(６)伴走型民間賃貸住宅入居支援【新規】 
・再建先となる住宅の確保に支援が必要な個別支援対象世帯に対して、支援団体と連携し、再建の意向
確認や提案を行い、住まい探しの同行や入居手続きなどを積極的に行うほか、生活資金等に不安を抱
える世帯に対して、社会福祉協議会の貸付制度等の紹介や、関係団体と連携した家計相談など伴走型
の支援を行う。 

(７)専任弁護士と連携した相談支援体制構築【新規】 
・新たな住まいへの移行に際し、さまざまな理由で法的な整理や手続きが必要となる世帯等に対して、
専任した弁護士と連携し、具体的な対応策の検討や手続き支援を行う。 

 

※【 】内は「仙台市被災者生活再建推進プログラム」（平成 26年３月）からの変更点を示す。 
 出典：仙台市「仙台市被災者生活再建加速プログラム」平成 27 年３月 

（http://www.city.sendai.jp/kenko-jigyosuishin/shise/daishinsai/fukko/sekatsu/documents/k
asokuprogram_honpen.pdf） 
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○ 恒久住宅の確保・再建に係る伴走型支援を実施した例：宮城県 

宮城県では、応急仮設住宅の入居者の新たな住まいの確保を支援するため、平成 27年度から住宅確保に関
する情報提供やマッチング支援、転居困難者等への伴走型支援等を行うべく、下記 3 点の事業を実施し、恒
久的な住宅への円滑な移行を推進している。 

【支援内容】 
1. 被災者転居支援センターの設置 

応急仮設住宅から恒久住宅への再建に向けて困難な課題を抱えている入居者に対して、仙台市・登米
市・石巻市の 3市に設置した被災者転居支援センターにおいて、個別訪問や相談を実施する等、個々の
事情に応じた支援を実施。 
○宮城県被災者転居支援センター 
  受託者：(一社)パーソナルサポートセンター 

 ※仙台市：平成 27 年 7月設置、登米市：平成 28年 10 月設置、石巻市：平成 29年 10 月設置。その後平成 30 年 4月よ
り、登米市は石巻市に集約。平成 31 年 4月からは石巻市は仙台市に集約。 

2. 住宅情報コールセンターの設置 
応急仮設住宅の入居者の転居希望先となる民間賃貸住宅の物件情報紹介や、契約手続等の電話相談を

実施。 
○宮城県応急仮設住宅入居者住宅情報提供コールセンター 
  受託者：(公社)宮城県宅地建物取引業協会 

 ※平成 29 年 9 月に仙台市に設置。平成 31 年 4 月から 1.に集約。 

3. 民間賃貸住宅提供促進奨励金事業の実施 
応急仮設住宅の入居者のうち、住宅の確保について特に支援が必要な高齢者、障害者及び一⼈親世帯

の恒久住宅への移転促進を図るため、高齢者等と賃貸借契約を締結した貸主に対し、奨励金として月額
賃料 1 ヶ月分（上限 89,000 円）を支給。 

 ※平成 27 年 9 月に交付要綱制定。令和元年 6 月で事業終了。一⼈親世帯は平成 28年度から対象。 

 参考文献：宮城県提供資料 
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○ 被災者見守り・相談支援事業の取組：愛媛県 

愛媛県では、平成 30年 7月豪雨の被災者の生活再建に向けて、被災者の孤⽴防止等のための見守りや相談
等に応じる拠点を設置する等して総合的な支援を行っている。高齢者・障害者（在宅）については、個別訪
問による現状把握、関係支援機関へのつなぎ等を関係団体に委託して実施している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

出典：愛媛県提供資料 
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